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鎌倉市

居宅介護支援事業者
集団指導講習会

管理者について
○ 令和３年４月１日以降、居宅介護支援事業所管理者となる者は、いずれの事業所で
あっても「主任介護支援専門員」でなければなりません。
○ 管理者は、常勤であり、原則として専ら当該指定居宅介護支援事業所の管理者の職
務に従事する者でなければなりません。
ただし、以下の場合には、他の職務を兼ねることができます。
①当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員としての職務に従事する場合
②当該居宅介護支援事業所と他の事業所の職務（※）に従事する場合であって、特に
当該居宅介護支援事業の管理業務に支障がないと認められる場合

（※）「他の事業所の職務」とは… 必ずしも指定居宅サービス事業を行う事業所に限る
ものではなく、例えば介護保険施設、病院、診療所、薬局等の業務に従事する場合も、
当該指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限り認められます。
（令和６年度改正で、「同一敷地内」の制限はなくなりました。）
訪問サービスそのものに従事する従業者との兼務（勤務時間が極めて限られている場合
除く）や、災害時等に管理者が自身の事業所や利用者の居宅に駆け付けることができな
い体制の場合には、管理業務に支障があるとみなします。
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介護支援専門員について

 ○１以上の常勤の介護支援専門員の配置が必要です。
 ○常勤の介護支援専門員の配置は利用者の数４４人に対して１人を基準とし、
利用者の数が４４人又はその端数を増すごとに増員することが望ましいとされ
ています。

 ※ケアプランデータ連携システムの活用または事務職員を配置している場合に
は４４人ではなく４９人となります。

 ○利用者の数とは、当該事業所における指定居宅介護支援の利用者の数に当該
事業所における指定介護予防支援の利用者の数に３分の１を乗じた数を加えた
数です。

 ○他の業務との兼務は、介護保険施設に置かれた常勤専従の介護支援専門員と
の兼務を除き差し支えないとされています。

 ○不在となる場合には、管理者やその他の従業者等を通じて利用者が連絡でき
る体制が必要です。

内容及び手続の説明及び同意について（１）

 ○ 居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者またはその家
族に対し、運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認
められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービス提供の開始に
ついて利用申込者の同意を得なければなりません。

 〇この場合において、当該利用申込者の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方
法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない
方法をいう。）により同意を得ることができます。

 〇電磁的方法で同意を得た場合情報の保管は必須です。
 しかし、指定居宅介護支援の提供を開始することの同意は、利用申込者、事業
者双方を保護する観点から、書面（契約書等）により、内容を確認することが
望ましいです。

 また、重要事項説明書の内容と運営規程の内容に一貫性があるようにしてくだ
さい。
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内容及び手続の説明及び同意について（２）

 居宅介護支援の提供の開始に際しては、あらかじめ、居宅サービス計画が基本
方針及び利用者の希望に基づいて作成されるものです。このため、居宅サービ
ス計画の作成にあたって、利用者から介護支援専門員に対して、２点ご注意く
ださい。

① 複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることができること

② 居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理
由の説明を求めることができること等につき十分説明を行わなければなりませ
ん。

※この内容を利用申込者又はその家族に説明を行うに当たっては、理解が得
られるよう、文書の交付に加えて口頭での説明を懇切丁寧に行うとともに、そ
れを理解したことについて必ず利用申込者から署名を得なければなりません。

 ※これらを行わなかった場合運営基準減算となりますので、ご注意ください。

内容及び手続の説明及び同意について（３）

介護支援専門員は利用者又はその家族に対して

前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計
画総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護
がそれぞれ位置づけられた居宅サービス計画の数が占める割合及び前６月間
に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置
付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業所又
は指定地域密着型サービス事業所によって提供されたものが占める割合（上
位３位まで）等について理解が得られるよう、文書の交付に加えて口頭での
説明を懇切丁寧に行うとともに、それを理解したことについて必ず利用申込
者から署名を得なければなりません。

 ※これらを行わなかった場合運営基準減算となりますので、ご注意ください。
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要介護認定の申請に係る援助について
 ○必要な協力を行ってください。
 ○要介護認定を受けていない者から利用申込があった場合には、要介護認定の
申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、利
用申込者の意思を踏まえて、速やかに申請が行われるよう必要な援助を行わな
ければなりません。

 〇継続して保険給付を受けるためには、要介護認定の更新が必要となりますの
で、遅くとも要介護認定の有効期間満了日の30日前には更新申請が行われるよ
う、必要な援助を行わなければなりません。

 【ポイント】
 ・被保険者が居宅介護支援事業者に要介護認定の申請に関する手続きを代わっ
て行わせることができること等を踏まえ、被保険者から要介護認定の申請の代
行を依頼された場合等においては、居宅介護支援事業者は必要な協力を行わな
ければなりません。

 ・有効期間の満了日の30 日前を待たず、更新の申請が行えるようになる60 日
前を過ぎたら速やかに申請が行われるよう、援助することが望ましいです。

掲示について

 ○ 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制
その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示し
なければなりません。

 ○ 前項に規定する事項を記載した書面を当該事業所に備え付け、かつ、これ
をいつでも関係者に自由に閲覧させることで、掲示に代えることができます。

 （※）重要事項をウェブサイトに掲載しなければなりません（令和７年３月31
日まで経過措置）。

 【ポイント】
 ・ウェブサイトとは、法人のホームページ等、介護サービス情報公表システム
及びかまくら地域介護支援機構のホームページ（鎌倉市独自）のことをいいま
す。

 ・これらのうちひとつでも掲載してあれば問題ありません。
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勤務体制の確保より
 【ハラスメントの防止について】

 事業主は雇用管理上の措置を講じることが義務づけられています。

 具体的には、ハラスメントについて指針を作成し、職員に周知することや、ハ
ラスメントについて相談体制を整備することも必要となりました。

 また、上司や同僚など事業所内だけでなく、利用者とその家族からのハラスメ
ントを含めた対応が必要です。就業規則等に盛り込むとともに、相談窓口の設
置や研修などにも取り組まなければなりません。

 「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」、「（管理職・職員向け）
研修のための手引き」等を参考にした取組を行うことが望ましいです。

業務継続計画（ＢＣＰ）の策定について

 ○ 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の
提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るた
めの計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従
い必要な措置を講じなければなりません。

 ○ 介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な
研修及び訓練を定期的に実施しなければなりません。

 ○ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更
を行わなければなりません。
※令和６年４月１日から義務化されています。
※当該計画を策定していないと減算となりますので、ご注意ください。
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感染症の予防及びまん延防止のための措置に
ついて
 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所において感染症が発
生し、及びまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければなりません。

 （１）当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止の
ための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができる
ものとする。)をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果につい
て、介護支援専門員に周知徹底を図ること。

 （２）当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止の
ための指針を整備すること。

 （３）当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、感染症
の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

 ※令和６年４月１日から義務化されています。

事故発生時の対応について
 ＜実際に事故が起きた場合＞
 ・ 市町村、家族等へ連絡を行い、必要な措置を講じる。
 ・ 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。
 ・ 賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。


 ＜事故になるのを未然に防ぐ＞
 ・ 事故原因を解明し、再発防止のための対策を講じる。
 ・ 事故に至らなかったが、事故が発生しそうになった場合
 （ヒヤリ・ハット事例）及び現状を放置しておくと事故に結びつく
 ・ 可能性が高いものについて事前に情報を収集し、未然防止対策を講じる。

 また、鎌倉市では事故報告の受付は原則e-kanagawaで受け付けております。
 事故発生後は速やかに第一報を提出し、終結した際には最終報告をご提出ください。
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虐待の防止について
 虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければなりません。
 ① 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結
 果について、介護支援専門員に周知徹底を図ること。（委員会については、テレビ
電話装置等活用可。）

 ② 虐待の防止のための指針を整備すること。
 ③ 介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を定期的（年１回以上）に実
施すること。

 ④ 措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

 【補足】
 研修・訓練には、全従業者が参加できるようにすることが望ましいです。
 また、委員会については、虐待等の発生の防止・早期発見に加えて、虐待等が発生
した場合は、再発防止策を検討する管理者を含めた幅広い職種で構成し、定期的に
開催することが必要です。

 なお、こちらについては、令和６年４月１日以降は義務化されており、行っていな
い場合、減算適用となりますので、ご注意ください。

記録の整備について
 ○ 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければなりません。
 ○ 次に掲げる利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備し、その
完結の日（契約終了、契約解除及び施設への入所等により利用者へのサービス提供が
終了した日）から５年間保存しなければなりません。

 ① 居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録
 ② 個々の利用者ごとの指定居宅介護支援台帳（次の記録が記載されたもの）
 ③ 市町村への通知に係る記録
 ④ 提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅
サービス等に関する利用者及びその家族からの苦情の内容等の記録

 ⑤ 提供した指定居宅介護支援に関する事故の状況及び事故に際して採った処置につ
いての記録

 ⑥ 身体的拘束等の態様等の記録
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身体的拘束について（１）

 １．身体的拘束等の原則禁止
 ・利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場
合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。

 ２．やむを得ず身体拘束等を行う場合の記録
 ・利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場
合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘
束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況
並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

 ・緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の３つの要
件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極め
て慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくことが必要で
ある。

身体的拘束について（２）

 ３．身体的拘束等の態様等の説明
 ・身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又はその家族に、身体的
拘束等の態様等を説明しなければならない。

 ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、
この限りでない。

 ４．身体的拘束等の態様等の説明を事前に行わなかった場合の対応
 ・身体的拘束等の態様等の説明により事前に説明を行わなかった場合には、当
該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的拘束
等の態様等を説明しなければならない。
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福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の居宅
サービス計画への反映について（１）
 福祉用具について、一部品目について貸与と購入の選択制が導入

 ・福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることや、
それぞれのメリット及びデメリット等、利用者の選択に資するよう、必要な情
報を提供しなければならない。

 ・対象福祉用具の提案を行う際、利用者の心身の状況の確認に当たっては、利
用者へのアセスメントの結果に加え、医師やリハビリテーション専門職等から
の意見聴取、退院・退所前カンファレンス又はサービス担当者会議等の結果を
踏まえることとし、医師の所見を取得する具体的な方法は、主治医意見書によ
る方法のほか、資料情報提供書又は医師からの所見を聴取する方法が考えられ
る。

福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の居宅
サービス計画への反映について（２）
 【対象福祉用具】
 ①スロープ:貸与告示第八項に掲げる「スロープ」のうち、主に敷居等の小さ
い段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や
撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。

 ②歩行器:貸与告示第九項に掲げる「歩行器」のうち、脚部が全て杖先ゴム等
の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている
歩行車は除く。

 ③歩行補助杖:カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラッ
トホームクラッチ、多点杖に限る。

 ※令和７年度からは福祉用具貸与が計画上位置づけられている場合、第６表と
第７表へＴＡＩＳコードを記載しなければならないとされている。
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医療系サービスを位置付ける場合
 ・利用者の主治の医師等の指示があることを確認する必要がある。利用者の同
意を得た上で、主治の医師等の意見を求めなければならない。

 ・主治医の意見を踏まえて作成したケアプランについては、意見を求めた主治
の医師等に交付しなければならない。

 ・交付の方法について、対面のほか郵送やメールによることも差し支えない。

 ※ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び看護小規模多機能型居宅介護を位
置付ける場合にあっても、訪問看護サービスを利用する場合には、主治医の指
示を確認しなければならない。

居宅介護支援費（Ⅱ）の算定について

 介護支援専門員1人当たりの担当件数が４５件以上の場合、４５件目から居宅
介護支援費Ⅰ（ⅱ）となり、６０件目からは居宅介護支援費Ⅰ（ⅲ）が適用さ
れる逓減性が採用。

 令和６年度より、ケアプランデータ連携システムの活用又は事務職員を配置し、
市へ事前に届け出た場合、居宅介護支援費Ⅱが適用され、取扱件数の逓減制が
見直し。

 介護保険最新情報１３６１号より
 令和７年６月１日～翌年５月31日の期間はケアプランデータ連携システムのフ
リーパスキャンペーンについて案内が出ております。
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特定事業所加算について
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入院時情報連携加算について

通院時情報連携加算について
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ターミナルケアマネジメント加算及び
特定事業所医療連携加算の見直しについて

同一建物減算について
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運営基準減算について ～事例紹介～

 ①複数の居宅サービス事業者の紹介について

 居宅介護支援の提供開始に際しては、利用者が複数の居宅サービス事業者を紹介
するように求めることができることを、あらかじめ利用者に対し説明し、理解を
得ておくことが義務付けられています。

 実地指導では、この説明をしたことが確認できる記録がない事業所が多く見受け
られました。複数事業所の紹介を求めることができることをあらかじめ説明して
いない場合には、運営基準減算の対象となりますので、説明漏れや説明した記録
忘れを防ぐためにも、例えば、事業所の重要事項説明書に記載しておき、契約時
に説明するなど、対策を行っていただきたく思います。

運営基準減算について ～事例紹介～

 ②医療系サービスを位置づけた居宅サービス計画書の交付
について

 訪問看護や通所リハビリテーションなどの医療系サービスを導入する際は、利
用者の同意を得て、主治医等から意見聴取をした上で、居宅サービス計画に医
療系サービスを位置付けなければならない。

 また、その居宅サービス計画書を意見聴取した主治医等に交付しなければなら
ないとされています。ですが、実地指導を実施した居宅介護支援事業所のほと
んどで、医療系サービスを位置づけた居宅サービス計画書を主治医等に交付し
たことを確認できる記録がありませんでした。医療系サービスを位置づけた場
合には、主治医等に計画書を交付すること、また、交付したことが分かるよう
に支援経過記録等に記載するようにしてください。
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運営基準減算について ～事例紹介～

 ③居宅サービス計画書への福祉用具貸与の位置づけについ
て

 居宅サービス計画に福祉用具貸与の利用を位置づける場合には、その利用の
妥当性を検討し、計画書に利用が必要な理由を記載するとともに、必要に応じ
て随時、サービス担当者会議を開催し、利用を継続する必要性を検証した上で、
継続が必要な理由を計画書に記載することとされています。

 しかし、居宅サービス計画書に福祉用具貸与が必要な理由が記載されていな
い事例がありました。

 また、多かったのは、介護認定の更新時など、継続して福祉用具貸与を位置
づける際に、サービス担当者会議で検討した継続利用が必要な理由を居宅サー
ビス計画書に記載していないケースです。また選択制が開始されていることか
ら、サービス担当者会議で話し合った福祉用具貸与の必要性を居宅サービス計
画に記載してください。

運営基準減算について ～事例紹介～

 ④利用者から病院への情報提供について

 居宅介護支援の提供開始に際しては、利用者またはその家族などに対して、利
用者が病院などに入院する場合には、利用者から病院などに担当の介護支援専
門員の名前と連絡先を伝えてもらうよう、あらかじめ説明しておくことが義務
付けられていますが、この説明をした記録が確認できないケースが多くありま
した。

 説明忘れ、記録漏れを防ぐためにも、例えば、事業所の重要事項説明書に記載
しておき、契約時に説明するなど、対策を取っていただきたいと思います。
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運営基準減算について ～事例紹介～

 ⑤重要事項説明書と運営規程の内容について

 重要事項説明書と運営規程について一貫性がないケースがありました。

 記載すべき事項としては、重複記載する部分がありますが、重要事項説明書だ
け最新のものにして、運営規程を更新していない等のケースが見受けられまし
た。

 いずれかの変更を行った場合には、必ず他の作成資料にも変更が必要な個所が
ないか確認し、不一致となることのないようご注意ください。

運営基準減算について ～事例紹介～

 ⑥サービス導入時のアセスメントについて
 通所介護等個別サービスを導入する際に、事業所からの要望をもとに加算を導
入しているケースが見受けられました。事業所からの意見聴取はもちろん大切
な業務のひとつではありますが、一体的にサービスを導入するのではなく、本
当に本人に必要なサービスであるのか担当者会議等でよく検討し適切なアセス
メントを行ってください。

 また、モニタリングについても、事務的に行うのではなく、本人にとって必要
なサービスであったのかよく検討をしていただくようご注意ください。

 基本的な部分ではありますが、適切な居宅介護支援業務のためには基本に立ち
返ることも必要になりますので、よろしくお願いします。
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～鎌倉市からのお願い～

【ケアプラン上に災害時の避難先の記載してください】

ケアプランに位置付けることで、本人や家族の情報共有にも
役立ち、災害が実際に起きてしまった時の対応にも大いに役
立つものと考えられるため、ご協力をお願いします。

令和７年度改正について
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令和７年度改正について①
 介護保険料等における基準額の調整について
令和6年度（1月～12月）の老齢基礎年金（満額）の支給額が80.9万円となり、それに伴い

「年金収入等80.9万円」が基準となります。
※高額介護（予防）サービス費、補足給付における年金収入等80万円の基準についても、同
様に措置されます。

令和７年度改正について①
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令和７年度改正について②

 鎌倉市紙おむつ支給事業の要件変更について
令和7年4月1日より紙おむつ支給要件にかかる要件が一部変更となりました。

※有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホームに入所している方が対象外となります。

暫定ケアプランについて（１）

 〇暫定ケアプランの定義

 〇暫定ケアプランが必要な場合の例

 1. 新規利用者が認定結果が出るまでの間にサービスを利用する場合

 2. 認定の有効期間中に区分変更を行い、認定結果が出るまでの間に

 サービスを利用する場合

 3. 要介護更新認定の結果が更新認定開始日よりも後に出る場合 等
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暫定ケアプランについて（２）

 〇暫定ケアプランの作成について

 〇必要なプロセス
 1. アセスメント
 2. ケアプラン原案の作成（介護度を見込んで作成）
 3. サービス担当者会議の開催
 4. ケアプランの説明および同意（※）
 5. ケアプランの交付（サービス事業者への交付を含む）
 6. モニタリングの実施
 （※）事前説明が必要

暫定ケアプランの留意事項（１）

 〇サービス導入の前にまだ認定を受けていない状態でサービスを導入する必要
があるか、十分な検討が必要です。

 【要支援認定者について】

 ・原則として「ダブルプラン」を作成

 ・事前に十分な説明を行う。

 ・必要最低限のサービスとする

 ・要支援要介護どちらでも指定を受けている読み替え可能なサービスを導入
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暫定ケアプランの留意事項（２）
 【認定結果が変わる可能性がある場合】

 ・認定前のサービス計画作成依頼届出書を提出する際に、地域包括支援セン

 ターへ連絡が必要

 （認定結果が要介護から要支援になる可能性がある場合も同様）

 【更新申請の場合】

 ・サービス計画作成依頼届出書の提出は不要ですが、結果が予想と異なる場合

 は迅速に介護保険課に連絡し、必要な書類を提出が必要。

 ・ダブルプラン作成・償還払いによる対応も可能

 ・総合事業サービスのみを利用する場合、暫定ケアプランを自己作成扱いにす

 ることはできません。

暫定ケアプランにおける提出書類について
 【認定前】
 1. サービス計画作成依頼届出書（用紙の右上に「暫定」と記載してください）
 2. 暫定ケアプラン
 3. 担当者会議の要点（介護予防支援経過記録でも可）

 【認定後】
 1. サービス計画作成依頼届出書（事業所名の欄に「自己作成」と記載）
 2. サービス提供証明書（※）
 （※）サービス提供証明書は認定結果に沿ったものをご提出ください。

 ※認定結果が予想通りであっても、正式なサービス計画作成依頼届出書を提出
してください。
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障害福祉課より
障害サービスについて

Q１ 介護障害併用できる人はどんな人?（１）

 介護保険制度を利用できる方は、原則、介護保険制度を優先して利用す
ることになるが、障害福祉サービスにしかないサービス（※1）を利用す
る場合や、介護保険制度だけでは不足する分を補う場合には障害福祉サー
ビスを併用することが可能。

 要介護度が ○○以上、障害者手帳の等級が○○級以上のような画一的な
基準は設けておらず、あくまでも市町村で勘案した結果、必要性が認めら
れるかどうかによって併用の可否が決まってくる。そのため、介護保険制
度にもあるサービスでも個人の状況によっては障害福祉サービスの支給が
認められる可能性がある。まずは障害福祉課CWに相談してもらいたい。

 各障害福祉サービスの利用要件（※2）を満たしている方で、かつ上記
のような場合には、障害福祉課で支給決定を受ければ障害福祉サービスの
利用が可能。
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Q１ 介護障害併用できる人はどんな人?（２）
 【補足】

 ※1
・重度訪問介護(重度障害者を対象とした、入浴や移動等、総合的な支援)
・同行援護(視覚障害者を対象とした情報提供及び外出支援)
・行動援護(知的障害や精神障害により行動が困難な方を対象とした、行動の援助)
・療養介護(病院での機能訓練や医学的管理下の介護)
・施設入所支援(障害者支援施設における日常生活上の支援)
・就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援
・自立訓練(訓練内容により、機能訓練と自立訓練の２つに分けられる。

機能訓練:リハビリ等、生活訓練:自立した日常生活を営むための訓練)
・移動支援(外出支援)
・日中一時支援(日中の一時的な見守りや活動の場の提供)

 ※2 前提として、障害者・難病患者を対象にしたサービスなので障害者手帳や診断書
等、障害があることや難病患者であることを証するものが必要。加えて、サービスご
とに、障害支援区分（要介護度のようなもの）の認定が必要だったり、一定の障害要
件や年齢その他の要件がある場合もある。

Q２ 65歳になってからの障害サービス調整
どうしたら?（１）

 介護保険が優先なので、まずは介護保険で賄えないか検討し、それでも
単位数が足りない、障害にしかないサービスが必要という場合に障害福
サービスを利用する。障害→介護の切り替え時には、今まで利用していた
サービスを介護保険のサービスに置き換えることができるかを確認し、置
き換えられない（障害福祉サービスにしかない）ものや介護保険だけでは
不足する分を洗い出すことが必要。

 事業所によっては障害と介護と両方の制度で指定を受けており、介護保
険移行後も同じ事業所を利用す ることができる場合もあるが、どちらかの
制度の指定しか受けていない場合には事業所が変わることもある。
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Q２ 65歳になってからの障害サービス調整
どうしたら? （２）

 市役所での手続きが煩雑だったり、対象者本人の生活環境が変わること
も多いため、いつまでに何をしなければならないか、いつから何がどう変
わるか、サービスにおいて本人が今まで大切にしてきたことが何か等を対
象者本人やご家族、支援者等と確認しあうことが大切。

 支給量の調整という面では、介護保険と障害福祉サービスそれぞれの特
性を考慮したい。例えば、介護保険は単位数で管理する一方、障害福祉
サービスは時間数で管理する。そのため、同じ居宅介護でも介護保険では
夜間の支援だと単位数が割増になるのに対し、障害では夜間でも日中と同
じく１時間の支援は１時間とカウントするので割増になることはない。

Q３ 障害のある方のケアプラン
作成のポイントは?（１）

 介護保険のケアプランも障害福祉サービスのサービス等利用計画も、ど
ちらも対象者の自立を支援するという目的は共通。そのため、作成のポイ
ントに大きな違いはなく、例えば目標設定については、対象者の望む生活
は何か、それを実現するための課題は何かというふうに考えていくことに
なる。

 ただ、国の標準様式（添付資料参照）に定める記載項目が異なることも
あり、ケアプランとは毛色が異なる点がある。例えば、障害福祉サービス
の利用計画はサービス全体を包括した目標を設定する点や、コミュニケー
ション能力や生活能力、感情コントロールのスキルを目標に設定すること
が多い点（特に、身体機能ではなく知的障害や精神障害のある方の場合に
多い傾向）、プラン内容が比較的ざっくりとしている点が挙げられる。
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Q３ 障害のある方のケアプラン
作成のポイントは?（２）

 目標の例を具体的に挙げると、「(清潔保持のために)お風呂に入る、(人間
関係を構築して豊かな生活を実現するために)○○事業所に通ってプログラム
に参加する、(ひとりで暮らすために)金銭管理ができるようになる、(不安を
解消して穏やかに生活するために)心配なことは支援者と共に確認して１つず
つ対策する…」といったものがある。

 ざっくりとしたプラン内容の一例を挙げると、「体調に合わせて、だいた
い週３回くらい○○事業所に通う。」というふうにすることがある。これは、
特に精神障害のある方の場合、就労支援系のサービス事業所に通う日時や
ペースをきっちり決めてしまうとプレッシャーになり、サービス利用がうま
くいかないことがあるという理由から。ただし、通う先の事業所から事前に了
承を得ていることが前提。

 いまひとつ書き方がわからない場合は、障害福祉サービスをもともと利用
していた対象者であれば、対象者本人や障害分野の相談支援 専門員等と、今
までどのようにプランを作成していたか確認すると参考になるかもしれない。

Q４ 精神障害のある方との
関わり方のポイントは? （１）

 主なポイントは次のとおり。基本的には、対象者それぞれの望みや
想いに寄り添うことが大切。なお、精神障害に限ったことではないが、
困った場合は、制度の案内を含めたサポートをするので、もともと利
用していた障害分野の相談支援専門員等や障害福祉課にご相談を。

 ①対象者との信頼関係構築
 ②対象者の望み（してほしいこと、してほしくないこと）

障害福祉サービスでは、対象者本人が自分でできる部分はそばで見
守るだけで、助けが必要なところにポイントで介入するような関わり
方が多い。ヘルパーさんがよかれと思って助言したり、積極的に片付
け等をしたりすると、「子ども扱いしないで」「触らないでほしいと
ころだった」といった不満につながる可能性もある。
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Q４ 精神障害のある方との
関わり方のポイントは? （２）

 ③介護保険と障害福祉サービスの雰囲気の違いと、それに対する対象
者の望みを理解する
②や Q５と重なる部分があるが、障害福祉サービスでは利用者負担
が無かったのに介護保険になると負担が発生することに伴い、対価意
識が出てくる場合があり、サービスへの不満につながることがある。
また、障害福祉サービスでは支給決定時間数に余裕があり、対象者本
人のペースで、ゆっくり自立に向けて一緒にやっていこうというゆっ
たりした雰囲気だったのに対し、介護保険だと限られた時間の中でヘ
ルパーさんがすべきことをテキパキこなすような雰囲気になり、これ
を「助かる」と良く感じる人がいる一方で「もっとおしゃべりしたい
のに機械的な人だ」と悪く感じる人もいる。

 ④対象者の家族等の意向を優先する等、本人の意思を無視することが
ないようにする

Q４ 精神障害のある方との
関わり方のポイントは?（３）

 ⑤精神障害者保健福祉手帳（障害者手帳）や障害年金、重度障害者医
療費助成制度（受診証）等の精神障害のある方が利用することの多い
制度や、精神科関連の情報を把握できると安心

 ⑥「契約」や「サイン」が苦手な方への配慮
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Q５ 介護保険に切り替えたら
利用者負担額が発生するようになる?

 利用者負担額について、介護保険と障害福祉サービスとの主な違いとして次
の３点が挙げられる。参考として次のスライドに負担額表がある。

 ①障害には負担上限月額０円（＝サービス利用料がかからない）の区分がある。
そのため、「障害福祉サービスは無料だったのに、介護保険に切り替わった

らお金がかかって嫌だ」と感じる利用者がいる。
 ②利用者負担額割合:サービス利用にかかる費用のうち、障害は１割で固定、
介護は所得に応じて１～３割と変動。

 ③利用者負担額が多額になる方への軽減措置:負担上限月額を超えた分につい
て、障害は支払不要（ただし、世帯に複数利用者がおり、世帯での合算額が上
限月額を超えた場合は、介護保険と同様に高額障害福祉サービス費で払い戻
す。）、介護は一度支払ってから高額介護サービス費で払い戻す。

 なお、介護保険と障害福祉サービスを併用する場合、それぞれで利用者負担
額を支払うことに注意。ただし、高額障害福祉サービス費（高額介護サービス
費のようなもので、払いすぎたものを払い戻す制度。）の申請により一定額を
超えた分は払い戻しができる。

負担額表


